監査請求書
―東久留米市立図書館指定管理料の支出に関する件－

１　請求の趣旨
[bookmark: _Hlk221910968][bookmark: _Hlk221961951][bookmark: _Hlk221911560][bookmark: _Hlk221960712]東久留米市が令和3年度から令和７年度において市立図書館の指定管理者に対して支出した指定管理料は、「収支差額ゼロ」「人件費が同額」という異常性のある収支報告が存在するにも関わらず、行政の支出負担行為決定者である所管部長、所管課長は収支報告の積算根拠の精査を尽くさず、本来負うべき監督義務および支出の適法性確認義務を怠ったことにより、不当な支出が複数年度にわたって継続的に行われたものであり、実態と乖離した収支報告によって損害額の確定が検証できない状態も生じている。
また、指定管理者が自己の責任および費用において実施されるべき自主事業の複写サービスの電気料金が市費で負担されている可能性があり、市に損害が生じている蓋然性が極めて高い。
[bookmark: _Hlk221960048]これらの会計行為は、地方自治法第232条の4第2項が定める公金の支出の適法性確認義務の趣旨に反し、同法第242条にいう「違法または不当な公金の支出」に該当し、制度的正当性・妥当性を欠くものである。
よって、監査委員におかれては、支出負担行為決定者の義務違反を含め、当該支出の違法性・不当性を監査し、必要な措置を講じるよう首長に対し勧告することを求めます。

２　請求の理由
[bookmark: _Hlk221956772]（１）収支報告が長期にわたり「収支差額ゼロ」とされている異常性
令和3年度から令和6年度の事業報告として市立図書館の指定管理者から提出された収支報告書は、一貫して「収支差額ゼロ」「人件費は同額」と報告されている。しかし、図書館業務における人件費は、賃金改定や職員の入れ替えなどによって毎年度変動するのが通常であり、複数年度にわたって同額で推移することは不自然であり、実務上あり得ない。因みに、平成25年度から指定管理業務を受託している本件指定管理者から提出された収支報告書においても、当初から「収支差額ゼロ」と報告されている。
したがって、これらの収支は実績に基づくものではなく、予算である債務負担行為の額に合わせて形式を整えるために恣意的に調整された疑いが極めて高い。
[bookmark: _Hlk221964557]言うまでもなく、債務負担行為は、地方自治体が複数年度にわたる事業を行う際、将来年度の支出上限をあらかじめ設定する制度であり、債務負担行為の同額を指定管理料として支払うことを保証するものではない。それにもかかわらず、債務負担行為と同額が指定管理料として不当に支出され続けている。
（２）行政が積算根拠を確認していない事実
[bookmark: _Hlk221962253]長期にわたり実績と乖離した架空計上の疑いがある収支報告書が存在するのにもかかわらず、行政の所管部署はその内容を検証することもなく、改善指導を行っている形跡もなく、議会答弁においては「指定管理料は指定管理者の裁量で活用されるものであり、経費の積み上げや収支の詳細は確認していない」「収支報告書をもって確認にしている」「人件費総体を調整費目として処理している」（別紙５参照）と明言している。これは、地方自治法が定める適法性確認義務を果たしていない事実を示すものである。
[bookmark: _Hlk221959308]（３）支出負担行為決定者の適法性確認義務違反
[bookmark: _Hlk221962228]指定管理料の支出に際しては、支出負担行為決定者が「東久留米市支出負担行為手続規則」「地方自治法」の原則によって法的義務を負っているが、東久留米市では、積算根拠が確認されておらず、実績との整合性が不透明な状況にあることが明らかである。
これは、予算の目的に従い、当該支出が適法かつ妥当であるかを確認する法的義務を負う支出負担行為決定者の適法性確認義務違反である。
（４）自主事業に起因する経費の不適切処理
[bookmark: _Hlk217819969]自主事業は、市の承認を得て指定管理者が自己の責任及び費用において実施される事業であり、料金は指定管理者の収入とすることができると規定している。しかし、複写サービスのコピー機に要する電気料金の支出は収支報告書に記載されておらず、電気代は市費で負担されている可能性があり、市に損害が発生している蓋然性が高い。例え、市の損害額が軽微であっても、問題の本質は、「制度の健全性」にある。
（５）他自治体との比較から見える東久留米市の不透明性
指定管理者には、地方自治法に基づく事業報告書の提出義務があり、各自治体は制度の透明性と適正な管理を担保するため、報告内容を条例や協定によって定めている。東久留米市の事業者が指定管理者となっている八尾市、戸田市においては収支差額が記載された報告書が公表されており、特に、板橋区では、指定管理者の「利益」についても協定しており、透明化が図られている。一方、東久留米市の収支報告書は、支出の根拠が不明確となっていることに加えて、度重なる様式変更や曖昧な費目の内訳などにより、公金の使途を検証することが困難な状況を招いており、他自治体と比較して透明性の差異が著しい。

３　求める措置
　以上のとおり、本件指定管理料の支出には違法または不当な公金支出が存在する事実は明白である。よって、次の措置を講ずるよう首長に対し勧告されることを求めます。

1． 収支報告書の不明確な記載内容を検証し、実績との整合性を再精査すること。
2． [bookmark: _Hlk221970573]今後の収支報告書について、検証が可能な透明性のある様式に改めること。
3． 当該支出の適否を監査し、不当な支出が確認された場合には、指定管理者に対し
返還の請求を行うこと。
4． 適法性確認義務が確実に履行されるようチェック体制を見直し、情報公開の強化
を図ること。
５．指定管理者の自主事業に関する経費負担を認定し、返還措置を講じること。
４　添付書類　　
（別紙１）令和3年度～令和7年度 指定管理料支出命令伝票（写し）
　（別紙２）平成25年度～令和6年度 収支報告書（写し）
　（別紙３）東久留米市支出負担行為手続規則・地方自治法 第232条、第242条
（別紙４）令和７年東久留米市立図書館指定管理者公募要項別添資料４（写し）
　（別紙５）議会議事録（抜粋）
（別紙６）指定管理者制度の活用方針および 指定管理者モニタリングシート（写し）
（別紙７）他自治体（八尾市・戸田市・横浜市・板橋区）の収支報告書（写し）


	　　　
	資料名
	提出の事由

	別紙１
	令和3年度～令和7年度
指定管理料支出命令伝票
（写し）
	債務負担行為と同額が支出されている

	別紙２
	平成25年度～令和6年度
収支報告書（写し）
	指定管理者より提出された収支報告書　　　　「収支差額ゼロ」が長期にわたって記載
・妥当性を欠く不明確な収支報告
・検証を困難にしている度重なる様式変更

	別紙３
	東久留米市支出負担行為
手続規則
地方自治法
第232条，第242条
	違法性、不当性を主張する法的根拠
・制度的に正当性・妥当性を欠いている

	別紙４
	令和7年東久留米市立図書館
指定管理者公募要項
別添資料４（写し）
	応募者に配布された公募要項の別添資料
令和3年度～令和6年度収支報告の一覧
・「人件費4年間同額、収支差額ゼロ」の記載
・応募者に誤解を与える懸念がある

	別紙５
	議会議事録　
（抜粋）
	担当部署の予算執行体制に対する議会答弁
・予算執行については収支報告書をもって確認
・経費の積み上げの確認は行っていない、等々

	別紙６
	指定管理者制度の活用方針
（令和6年4月改訂）
指定管理者モニタリングシート
　　（令和6年度・中央図書館）
（写し）
	「指定管理者制度の活用方針」が規程する指定管理者モニタリングは適切に行われているか
・事業全体収支は収支報告書と同じ

	別紙７
	他自治体の収支報告書
（写し）
	参考とする他自治体の収支報告書の事例
（八尾市・戸田市・横浜市・板橋区）


　　　　　　　　　　　



請求者　　住所 　東久留米市下里４－１－３８－１０７
氏名　 東久留米の図書館を考える会　代表 小形　亮


上記の通り、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
                                                 　　　令和８年　 月　 日
東久留米市監査委員 殿
1
